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富津市国民健康保険運営協議会会議録 

 

１ 会議の名称 
平成２９年度 

第２回富津市国民健康保険運営協議会 

２ 開催日時 
 平成２９年８月１日（火） 

   午後１時３０分～午後２時１０分 

３ 開催場所 ホテル千成 ３階 

４ 審議等事項 

 

議件 

 (1) 富津市国民健康保険運営協議会会長の選挙

について（協議事項） 

（2）富津市国民健康保険運営協議会副会長の選

挙について（協議事項） 

 

報告事項 

(1)平成２８年度富津市国民健康保険事業特別

会計決算見込について 

 

５ 出席者 

  

委員 

齊藤千代子 平野順子 齋藤 茂 

田邊敬子 熊切篤 山嵜智子 福原敏夫 

永井庄一郎 松原和江 千倉淳子 蒔田洋 

   

事務局 

  小泉義行 島津太 尾形卓信 渡邉覚 

 下間節子 栗本聖子 阿形麻衣 

６ 公開又は非公開の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開 

７ 非公開の理由 
 

 

８ 傍聴人数         ０人（定員２人） 

９ 所管課 
健康福祉部 国民健康保険課 

電話 ０４３９（８０）１２７１ 

10 会議録（発言の内容）  別紙のとおり 
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平成２９年度 第２回富津市国民健康保険運営協議会会議録 

 

 

１ 日時 平成２９年８月１日（火）    開会 午後１時３０分 

                     閉会 午後２時１０分 

 

２ 場所 ホテル千成 ３階 

 

３ 出席委員 

    齊藤 千代子  （１号委員） 

平野 順子   （１号委員） 

    齋藤 茂    （１号委員） 

    田邊 敬子   （１号委員） 

熊切 篤    （２号委員） 

    山嵜 智子   （２号委員） 

   福原 敏夫   （３号委員） 

   永井 庄一郎  （３号委員） 

   松原 和江   （３号委員） 

    千倉 淳子   （３号委員） 

    蒔田 洋    （４号委員） 

 

４ 欠席委員 

    三枝 奈芳紀  （２号委員） 

金井 徳彰   （２号委員） 

 

 

５ 議件 

  （１）富津市国民健康保険運営協議会会長の選挙について 

（協議事項） 

（２）富津市国民健康保険運営協議会副会長の選挙について 

（協議事項） 

６ 報告事項 

  （１）平成２８年度富津市国民健康保険事業特別会計決算見込について 

 

７ その他 

 

８ 事務局職員 

  小泉副市長 島津健康福祉部長 尾形国民健康保険課長  

渡邉国民健康保険係長 下間健康づくり課長 

栗本特定健診係長 阿形主事 
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渡邉係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小泉 

副市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡邉係長 

 

 

 

 

 

 

渡邉係長 

 

 

 

 

 

定刻となりました。本日欠席される旨ご連絡いただいている方を除い

てお集まりいただいております。 

会議を始めます前に、委員の皆様にご報告申し上げます。 

 富津市情報公開条例第２３条第１項の規定により、市の附属機関等で

ある審議会等の会議は一部の場合を除いて公開で行うべきものとされ

ており、同条第２項の規定により何人も公開とされた会議を傍聴するこ

とができることとされておりますが、いまのところ、本運営協議会を傍

聴される方はいらっしゃいませんので、ご報告申し上げます。 

 それでは、ただ今より、平成２９年度第２回富津市国民健康保険運営

協議会をはじめさせていただきます。お手許の次第により進めさせてい

ただきます。 

 なお、富津市国民健康保険運営協議会の委員定数は、１３名でござい

ます。本日、１１名の委員の方に出席いただいており、その過半数を超

えておりますので運営協議会は成立いたします。 

それでは、次第の 2、「副市長挨拶」でございます。小泉副市長よりご

挨拶申し上げます。 

 

本日は、公私共にお忙しいなか、御出席賜り誠にありがとうございま

す。 

 また、日頃から国民健康保険事業の円滑な運営に、御理解と御協力を

賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、国民健康保険制度は、平成３０年４月から千葉県が財政運営の

責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等国保運営に

中心的な役割を担い、制度を安定化、及び千葉県内の統一的な運営方針

としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化及び

広域化を推進するなどの、都道府県単位での広域化が始まります。 

引き続き、国及び県からの情報を注視し、平成３０年度からスムーズ

に広域化に対する事務ができるよう努めて参りますので、今後も委員の

皆様方の御指導、御協力を賜わりますようお願い申し上げます。 

 本日は、委員改選後初めての会議となります。 

会議内容につきましては、協議事項として、１国民健康保険運営協議

会会長の選挙について、２国民健康運営協議会副会長の選挙についての

２議件、報告事項としまして、平成２８年度富津市国民健康保険事業特

別会計の決算見込みの１件でございます。  

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 
それでは、次第の3、「辞令交付式」でございます。副市長が皆様の席

に参りますので、順番になりましたら自席でご起立ください。 

 

 

・・・・・辞令交付式・・・・・ 

 

 

次に、次第の４、「委員及び職員の紹介」でございます。島津健康福

祉部長からご紹介申し上げます。 

 

 
・・・・・委員及び職員の紹介・・・・・ 
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渡邉係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島津部長 

 

 

 

 

尾形課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島津部長 

 

 

齊 藤 (千 )

委員 

島津部長 

 

 

 

 

 

 

 

島津部長 

 

 

齊 藤 (千 )

委員 

島津部長 

 

 

 

 

続きまして、次第の５の議事でございます。富津市国民健康保険条例

施行規則第６条に「運営協議会の議長は会長とする。」と規定されてお

りますが、委員の就任後、最初の会議であるため、会長及び副会長が不

在であります。そのため、会長、副会長が選挙されるまでの間、島津健

康福祉部長が議事進行いたします。 

 

 

・・・・・部長が議長席に座る・・・・・ 

 

 

会長が選挙されるまでの間、議事の進行をさせていただきます。皆様

のご協力をお願いします。 

 それでは、協議事項①「富津市国民健康保険運営協議会会長の選挙に

ついて」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

お手元にございます資料の１ページをご覧ください。国民健康保険法

施行令の抜粋を記載しております。第５条第１項に「協議会に、会長１

人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。」

とありますので、会長を、公益を代表する委員の中から全委員による選

挙により当選人を決定していただきたいと存じます。 

 また、同条第２項に「会長に事故があるときは、前項の規定に準じて

選挙された委員が、その職務を代行する。」とありますので、会長が決

まりましたら副会長を、公益を代表する委員の中から全委員による選挙

により当選人を決定していただきたいと存じます。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局の説明は終わりました。選挙といってもいろいろな方法があり

ますが、如何いたしましょうか。 

 

 指名推薦という方法で選出をお願いしたいと思います。 

 

ただいま、齋藤千代子委員から指名推薦という意見が出ましたが如何

でしょうか。 

では、指名推薦に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 

（委員挙手） 

 

 

それでは、指名推薦の方法による選挙に決定されましたので、どなた

か会長の推薦をお願いします。 

 

福原委員を推薦します。 

 

ただいま、福原委員が推薦されましたが他にいらっしゃいませんか。

他にいらっしゃらないようですので、福原委員を会長に指名し、当選人

に決定することで、ご異議ございませんか。 

賛成の委員は挙手をお願いします。 
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島津部長 

 

 

 

 

 

 

 

渡邉係長 

 

 

 

 

 

 

渡邉係長 

 

 

福原会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡邉係長 

 

 

福原会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員挙手） 

 

 

異議なしと認めます。福原委員が会長に当選されました。 

それでは、会長が選挙されましたので、これよりの議事進行は福原会

長によろしくお願いしたいと存じます。 

 

 

・・・・・部長が自席に移動・・・・・ 

 

 

ただいま、会長に選挙されました福原委員には、恐れ入りますが、議

長席への移動をお願いします。 

 

 

・・・・・福原会長が議長席に移動・・・・・  

 

 

議事に入る前に、福原会長ご挨拶を賜りたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

ただいま、運営協議会の会長ということで推薦していただきまして、

ありがとうございます。 

政府の方では高齢者等含めて、医療制度改革など熱心になされている

ようです。今後の運協議会の中では、委員の皆様には様々な面から意見

を出していただいて、協議していきたいと思っていますのでよろしくお

願いいたします。 

また、来年度から国民健康保険が県で統一になりますので、色々と制

度が変わってくるかと思います。これから皆様には多分なるご審議の中

でご苦労をおかけしますが、今後ともよろしくお願い申し上げ、挨拶と

させていただきます。 

 

ありがとうございました。 

それでは、この後の議事進行を福原会長にお願いします。 

 

それでは、富津市国民健康保険条例施行規則第６条の規定により、次

第に沿って、議事進行を務めさせていただきます。 

続きまして、協議事項②富津市国民健康保険運営協議会副会長の選挙

についてですが、先程、会長を指名推薦の方法による選挙で決定しまし

たので、副会長の選挙方法も指名推薦の方法でよろしいかお伺いしま

す。 

では、指名推薦に賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

 

（委員挙手） 
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福原会長 

 

 

齊 藤 (千 )

委員 

福原会長 

 

 

 

 

 

 

 

福原会長 

 

 

永井 

副会長 

 

 

 

福原会長 

 

 

 

 

渡邉係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

それでは、指名推薦の方法による選挙に決定されましたので、どなた

か副会長の推薦をお願いします。 

 

永井委員を推薦します。 

 

只今、永井委員が副会長に推薦されましたが、当選人に決定すること

で、ご異議ございませんか。 

 賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 

（委員挙手） 

 

 

異議なしと認めます。永井委員が副会長に当選されました。 

それでは、永井委員に挨拶をお願いします。 

 

この度、運営協議会の副会長にご推挙いただきましてありがとうござ

います。 

会長を補佐しながら運営がスムーズに進みますように努力いたしま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

次に報告事項に入ります。 

報告事項「平成２８年度富津市国民健康保険事業特別会計決算見込」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

報告事項１の「平成２８年度富津市国民健康保険事業 特別会計 決

算見込」をご説明申し上げます。着座にて失礼いたします。 

 お手許にございます、資料の２ページをご覧ください。 

平成２８年度決算につきましては７月１０日に監査委員の審査に付

されましたので、ご報告させていただきます。 

まずは、歳入の決算見込みでございます。この表の項目をご説明いた

します。 

表の左半分、左から順に科目、平成２８年度予算現額、 

平成２８年度決算見込額、決算見込額から、予算現額の差引き額、 

参考として、平成２７年度 決算額、対予算執行率を記載し、表の右半

分には、科目ごとの説明を、記載しております。 

 国民健康保険税について、ご説明申し上げます。 

表の中ほどに、表示を濃くしてあります行が、国民健康保険税の計、と

なります。 

この行の（ｂ）列をご覧ください。 

決算見込み額は、予算現額、１４億３，６１０万６，０００円に対し

まして、１，５４８万７，５０１円の増額の、１４億５，１５９万３，

５０１円となる見込みでございます。 

これは、３月補正予算の時点では、決算時の収納率を現年度分、８７．

８４％、滞納繰越分、１４．７０％と想定しておりましたが、決算見込

みでは、現年度分が８８．４７％、滞納繰越分が１７．３２％と見込ん

でおり、現年度分で、０．６３ポイント、滞納繰越分で２．６２ポイン

ト、上昇していることが、増額の要因と考えております。 
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次に、国庫支出金でございますが、国から交付される療養給付費の定

率負担金、市町村間の財政力調整にかかる調整交付金、特定健康診査な

どの事業にかかる補助金などでございます。 

予算現額、１３億０，４９８万７，０００円に対しまして、１，０９

０万９，００５円の増額の１３億１，５９０万６，００５円の見込でご

ざいます。 

このうち、算定の基礎となる、保険給付費が、当初想定より減額、と

なったことから、④の療養給付費 負担金、および、⑦の調整交付金の

うち、普通調整交付金については、それぞれ減額となっておりますが、

経営姿勢が、良好である団体に交付される、特別調整交付金が、７，７

１４万３，０００円、交付されたことなどから、国庫支出金の全体とし

ては、増額となるものでございます。 

次に、⑩の療養給付費等交付金でございますが、この交付金は、退職 

被保険者に係る保険給付費等の額から、国民健康保険税分を控除した額

に対して、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、予算現額、

１億１７４１万円から、４，０２３万９，０００円減額の７，７１７万

１,０００円と見込んでおります。 

これは、算定の基礎となる退職 被保険者の保険給付費が、当初見込よ

りも減となったことによるものです。 

次に、⑪の前期高齢者交付金でございますが、これは６５歳以上７５

歳未満の高齢被保険者がかたよって存在することによって生じる、医療

保険者間の負担の不均衡の財政調整を行う目的で、社会保険診療報酬支

払基金から交付されるもので、予算現額、１９億８，０３１万３，００

０円から１８０万３，１１１円増額の１９億８，２１１万６，１１１円

を見込んでおります。 

次に、県支出金でございますが、これは、国庫支出金と同様に市町村

間の財政力調整にかかる調整交付金などで、予算現額、３億３，９２５

万６，０００円から５，５０４万６，１８５円の増額の３億９，４３０

万２，１８５円を見込んでおります。 

これは、各保険者の取組み状況によって交付される、特別調整交付金

の増額が、主な要因でございます。 

次の、共同事業交付金でございますが、医療の高度化等により増加す

る、高額な医療費に対する各保険者の財政負担の緩和を目的とした再保

険事業で、千葉県国民健康保険団体連合会から交付されます。予算現額、

１６億４，３２８万円にから１億２，４３１万８，１６３円減額の、１

５億１，８９６万１，８３７円を見込んでおります。 

 これは、千葉県全体で、年度当初に想定していたより、対象医療費の

基準額が減少したことが要因です。  

次の、繰入金でございますが、国保事業にかかる事務費や職員給与、 

保険税の軽減分を補填する基盤安定繰入金、出産育児一時金などの法定

繰入金および、国民健康保険基金からの繰入金でございます。  

予算現額、７億３，４８０万２千円から、２億５，８５２万１，４６

２円減額の４億７，６２８万５３８円と見込んでおります。 

これは、一般会計からの繰入金が、減額となること、国民健康保険基

金繰入金からの繰入をしなかったことによります。 

一般会計からの繰入金で、予算現額より減額となったものは、物件費

繰入金、出産育児一時金繰入金及び職員給与費等繰入金でございます。 

次の、繰越金は、平成２７年度からの繰越金でございます。 

予算現額とほぼ同額の２億８，０７５万５，５７４円と見込んでおり
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ます。 

 歳入の最後、その他の収入でございます。 

国民健康保険税の督促手数料、延滞金、不当利得や、第三者行為求償

による保険給付費の返納金及び、国民健康保険基金の利子などの収入

で、予算現額の７５２万９，０００円から１，９４３万３，０８５円増

額の２，７０２万２，０８５円を見込んでおります。 

以上、歳入合計の見込でございますが、予算現額、７８億４，４４4

万８，０００円から３億２，０３３万９，１６４円減額の、対予算比 ９

５．９２％の７５億２，４１０万８，８３６円と見込んでおります。 

引き続き、歳出につきまして、ご説明申し上げます。資料の、３ペー

ジをご覧ください。 

 まず、Ａの総務費でございます。これは、国民健康保険を運営するた

めの、事務費及び職員給与費で、予算現額の１億６，８１８万円から１，

３０６万４，１６５円減額の、1 億５，５１１万５，８３５円と見込ん

でおります。 

この歳出分は、すべて一般会計から繰入が行われます。 

次の、ＢからＦの保険給付費でございますが、表の中ほどより下に、

保険給付費の計の行がございます。保険給付費は、（主に被保険者が窓

口で支払った自己負担額の残りの）療養給付費や高額療養費などで、 

予算現額４５億６,２００万１,０００円から、1 億７，２０６万３，２

４１円減額の４３億８，９９３万７，７５９円を見込んでおります。 

次の、Ｇの後期高齢者支援金等でございますが、後期高齢者医療制度

を支援するため、後期高齢者医療の保険給付費の４０％相当額を社会保

険診療報酬支払基金へ拠出するのもので、予算現額７億６，５５１万３，

０００円から２８５万３，２９６円減額の 7 億６，２６５万９，７０４

円と見込んでおります。 

次の、Ｈの前期高齢者納付金等でございますが、歳入でもご説明いた

しました、高齢被保険者がかたよって存在することによって生じる、医

療保険者間の負担の不均衡の財政調整を行う目的で行なわれます、前期

高齢者交付金の被保険者数割の、社会保険診療支払基金への拠出金で、 

予算現額 54 万６，０００円から１３，３１５円減額の５３万２，６８

５円を見込んでおります。 

次の、Ⅰの老人保健拠出金でございます。これは、平成２０年度に支

払基金へ概算納付してあります事務費拠出金の精算分で、予算現額３万

４，０００円から７，３７９円減額の２万６，６２１円を見込んでおり

ます。 

 次の、Ｊの介護納付金でございます。介護保険給付費の２8％相当額

を、医療保険者として負担するために社会保険診療支払基金へ拠出する

もので、予算現額、２億５，０１３万８，０００円から１３０万２，６

４８円減額の、２億４，８８３万５，３５２円を見込んでおります。 

次の、Ｋの共同事業拠出金でございますが、国民健康保険団体連合会

で事業運営しており、すべての医療費の額の支払いのための再保険事業

であります共同事業に対する拠出金で、千葉県全体では、当初想定して

いた医療費の基準拠出対象額が減少したことなどから、予算現額１７億

１，３３３万６，０００円から１億１，８３０万１，１１２円減額の、 

1５億９，５０３万４，８８８円を見込んでおります。 

次の、Ｌの保健事業費でございますが、特定健康診査の事業費、短期

人間ドックの助成費用やレセプト点検などの費用でございます。 

予算現額、８，３８２万２，０００円から７４８万３，３５８円減額の、 
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７，６３３万８，６４２円を見込んでおります。 

次の、Ｍのその他の支出でございますが、基金積立金、保険税の還付

金、国および県の負担金の精算金などの費用でございます。 

予算現額、３億０，０８７万８，０００円から１，４７９万８，９００

円減額の、２億８，６０７万９，１００円を見込んでおります。 

以上、歳出合計の決算見込額は、予算現額７８億４，４４４万８，０

００円から３億２，９８８万７，４１４円減額、対予算比 ９５．７９％

の７５億１，４５６万０，５８６円となり、歳入決算見込額の７５億２，

４１０万８，８３６円から、差引き致しますと、３ページの下に記載の

とおり、９５４万８，２５０円の剰余金が生ずる見込でございます。 

しかしながら、実質単年度収支で見ますと３，０９８万２，１０９円

のマイナスとなる見込みでございます。 

なお、平成２９年３月３１日現在の国民健康保険基金残高は８億５，

６２０万８８３円を見込んでおり、また、平成２９年度末の基金残高は、

およそ７億７,０００万円を見込んでおります。 

以上で、報告事項１の「平成２８年度富津市国民健康保険事業 特別

会計決算見込について」の説明を終わります。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何か質問はございますか。 

 

 質問ではなくお願いなのですが、金額が大きいので基金残高も資料に

載せておいてもらいたい。 

 

 次回からは載せるようにいたします。スペースの都合で載せられない

場合は別紙にて委員の皆様にお配りします。 

 

 よろしくお願いします。 

 他にありますでしょうか。 

 

 ３ページ下部の実質単年度収支の計算が載っているのですが、計算す

れば分かりますが、基金取崩額などの金額も載せておいていただきた

い。 

 

 それでは、そちらも次回から載せるようにいたします。 

 

 お願いいたします。 

 では他にございますか。 

 

 

（なし） 

 

 

 質問もないようですので、「平成２８年度富津市国民健康保険事業特

別会計決算見込」について、報告のとおりといたします。 

以上で、平成２９年度第２回富津市国民健康保険運営協議会を終了と

いたします。 

 ありがとうございました。 
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（午後２時１０分閉会宣言） 

 

 

 

 上記のとおり会議の経過を記載し、事実と相違ないことと証するためにこ

こに署名する。 

 

 

 

       平成２９年９月 日 

 

議事録署名人  


